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3.1 手続きの流れ  
 

「通所交通費助成システム」における手続きの流れを以下に示します。 
 
（１）施設の認定（「通所交通費助成システム」を利用するまで） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）単価の決定（「通所交通費助成システム」を利用し、通所交通費の単価決定を行うまで） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

各通所施設 横浜市

① 事前に利用者から
委任状を受領

② 利用者単価を
決定するため、
システムを利用して
「通所交通費単価申請情報」
を登録

④ 申請不受理（エラー）の場合、
電話・FAX等 でエラー理由を施設に通知

⑤ 申請不受理の場合、
エラー理由を確認の上、
再度システムを利用して
申請情報を登録

③ 「通所交通費単価申請情報」を審査

※ 審査内容の概要
・申請内容DBとの個人情報のチェック
・障害サービス受給状況の確認
など

申請内容
（個人情報）DB

※ 申請書作成時の
入力データは
自動的に横浜市側のDBに
保存されます

各通所施設 横浜市

① 通所施設としての
「施設登録シート」を作成

② Ｅメールにて横浜市に
「施設登録シート」を提出

③ 「施設登録シート」を確認し
本事業の対象かどうかを審査

④ Ｅメールにて審査の
結果を通知

※審査の結果
【申請受理の場合】
システムにログインするための
「施設ID」及び「初期パスワード」を通知

【申請不受理の場合】
不受理の理由を連絡

⑤ 申請が受理された場合、
「施設ID」及び
「初期パスワード」で
システムにログインする
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（３）請求（申請単価をもとに、通所交通費の請求から支払いまで） 
 
 
 
 

④ 請求不受理（エラー）の場合、
電話・FAX等 でエラー理由を施設に通知

各通所施設 横浜市

送にて横浜市に
請求書」及び
委任状のコピー」を提出
委任状のコピーは年に1回

③ 「請求書」の審査

※ 審査内容の概要
・申請データの単価と一致しているか
・計算誤りのチェック
など

受理の場合、施設へ
費が支払われる
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